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標目

(写／原本）

作成

名義人

甲
制

作成

年月日
立証諏旨

uo l毒要事抜粋）
株式会社

中日新聞

東京本社

・性風俗関連特集営業の事業者（デ

リバリーヘルス業者やラブホテル

業者）が他の業者と等しくコロナ禍

で苦しんでいること。

．あるデリバリーヘルス事業者は3

店舗から1店舗に縮小し、また55

万の赤字が出た月もあったと述べ

ていること。

。あるラブホテル業者は家族や従業

員の生活を守るのに給付金が必要

だったのは他の事業者と同じだっ

たと訴えていること。

・吉崎暢洋常葉大学教授が原判決に

対し、 「性風俗事業者だけを除外す

ることは、その職業に対し社会的に

負の烙印を押すことになり、妥当な

判決とは言えない」と述べているこ

と等・

2022．7．1

新聞記事

（写し・抜粋）

株式会社

毎日新聞社

曽我部真裕京都大学教授が原判決

に対し、 「『国民の理解』を合憲とし

た理由に挙げたが、性風俗業は大き

な産業であり、本当に国民にそうし

た理解があるのか判断過程が示さ

れていない。性風俗業者は狙い撃ち

のように支給対象から外されてお

り、不支給とした国の規定を違憲と

する余地もあったのではないか」と

述べていること等・

2022．7．1111
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作成

名義人

作成

年月日

標目

(写／原本）

甲
制 立証趣旨

u' |霞事抜粋） 鰐藷社'2022~7ユ
・ラブホテルを北関東で6店経営す

る市東剛氏は、コロナ禍で年間の売

り上げは約3割減り、事業の縮小や

従業員の解雇を検討していること。

原判決に対し、 「届け出をして真面

目に営業してきたのに悔しい｣、 「明

らかに職業差別だ」などと述べてい

ること。

・セックスワーカーの支援団体

「SWASH｣のメンバーで､自身も元

セックスワーカーの宮田りりぃ氏

が原判決に対し、 「性風俗の仕事を

している人はたくさんいる。 「不健

全』だから困った時に見捨てるの

か｣、 「判決で差別が広がったり、今

後、困った時に助けも求められなく

なる」と述べていること。

・岩切大地立正大学教授が原判決に

対し、 「給付金を出すことが性風俗

を公的に認めると同じと言えるか

は疑問だ。偏見が助長されるとの訴

えには、逆に『道義観念に反する』

との位置づけを与えており、不当

だ。公的給付の対象外とすることは

国民の権利の実質的な制限となる。

『裁量』で済ませようとする行政に

根拠を問いただすことは重要な権

力監視で、原告が訴えた意義は大き

い」と述べていること等・
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株式会社

サイバーエ

ージェント

.』W女優の紗倉まな氏が原判決に

対し、 「ないがしろにされがちだし、

こういう動きは前々からあったこ

とだけど、やっぱりこうなるんだと

残念に思った。人の価値観によって

不健全だとか、汚らわしいとか、そ

ういう感情を抱くカテゴリーであ

ることは分かる。ただ、それを行政

や司法が露骨に主張することが信

じがたい。 ”国民感情がⅧというのは

理由になってないと思うし、需要が

あって、産業として成立していると

いう事実を抜きにして議論するの

は、職業差別を助長するだけだと思

う。 “脱税をしているような仕事だ

ろ、給付金を貰えなくても喚くな"、

みたいな声は私にも届く。でも、突

かれても悪事は出てこないような

お店だから給付金を申請している

わけで、ちやんとしてる人たちの権

利は守ってほしいと思う」と述べて

いること。

・ジャーナリストの佐々木俊尚氏が

原判決に対し、 「事業者が不健全だ

と言うなら、客だって不健全だろ

う。必要な仕事なんだという発想に

立ち返る必要がある。そして、そも

そも不健全な場所こそ、文化の源泉

だと僕は思っている。例えば根岸吉

太郎や相米慎二、周防正行といった

有名な映画監督は日活ロマンポル

ノが輩出したし、アングラ雑誌で操

まれた編集者やライターが出版の

世界で育っていった。そういうもの

はなかったかのようにして、上澄み

だけを持って‘‘日本文化でござい”

と言うのは失礼だと思う。最近のき

れいなものばかりを求める傾向と

いうのは“ゼロリスク論”にも繋が

るし、すごく嫌な感じがする」との

べていること。

・コメンテーターのあおちやんぺ氏

が原判決に対し、 「国民感情がどう

とか、性行為は親密な関係になって

からとか、本当に世の中のことがわ

かっているのかなと思う。パパ活と

ARRMA

TIMES 「産業

として成立し

ているという

事実を抜きに

して議論する

のは､職業差別

を助長するだ

けだ｣紗倉まな

がコロナ持続

化給付金の“性

風俗除外”に憤

り」と題するウ

ェブ記事

（写し）

2()22．7．5113
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標目

(写／原本）

作成

名義人

甲
制

作成

年月日
立証趣旨

か、遊びに行って朝起きたら知らな

い人が隣で寝てましたみたいなこ

とって聞く話じゃないか。どんだけ

慎ましいと思ってんの？と思う」と

述べていること。

・成田悠輔イエール大学助教授が原

判決に対し、 「不健全と呼ばれるも

のって、実は人間の根源的な欲望に

触れていることが多いと思う。だか

ら、それをタブーにすることで社会

の安全性を保とうとしてきた。そう

考えると、判決の良し悪しとは別

に、性風俗業界で働いている方は、

最も重要な人間の欲望に応えてい

る存在だと、誇りをもっていただい

ていいんじやないか｣、 「こうした産

業が“狙い撃ち”のようにされるの

は、組織票で政治に圧力をかけられ

ない中小企業や個人事業主が多い

からだということもあると思う。メ

ディアはこういう弱い産業の声を

すくい上げたほうがいいと思う」と

述べていること。

・岩切大地教授が原判決に対し「本

質的な部分を見ないまま印象論や

感情論で法的保護を与えず、だけど

存在を認め続けてきたという構造

があると思う。まずはちやんとした

職業として法的に承認するんだと

いうことが、必要なのではないか」

と述べていること等・
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作成

名義人

甲
諦

標目

(写／原本）

作成

年月日
立証趣旨

サンデー毎日

2022年9月4

日号の山田厚

俊「令和に問

う ！風俗嬢に

『人権」はない

のか！ ？」と題

する雑誌記事

（写し）

サンデー毎

日編集部・

山田厚俊

・セックスワーカーの健康と安全を

守り支援する団体の代表を務め、20

年以上この活動を続けてきた要友

紀子氏が原判決に対し、 「司法は､社

会的差別による被害を救済する気

が全くない。言い換えれば、法を順

守し、懸命に仕事をしているセック

スワーカーの命と健康を守る気が

ない。これは職業差別を司法が認め

た判決にほかなりません｡」 と述べ

ていること。

・サンデー毎日編集部または山田厚

俊氏が「(要氏は)法を順守して納税

の義務も果たしている者に対し、

「性的道義観念』を掲げて差別を正

当化している判決だと指摘するの

だ。違法業者であれば摘発すればい

い。犯罪を未然に防ぐ方策は必要

だ。だが、仕事自体を差別する風潮

は断じてあってはならない。国がそ

んな姿勢を持っていることに驚き

を隠せない｡」と原判決を批判して

いること等・

2022.9.4114

以上
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